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８８  地地域域生生活活支支援援                                  
 

 

つくば市障害者移動支援事業の協定事業者から、受給者が移動支援サービスの提供を受けた場合に、市が定

める範囲内で助成金を支給する事業です。 

■移動支援サービス：障害者が円滑に外出することができるようヘルパーが付き添い外出介護を行うサービ   

スです。（※車両を使用する移送サービスではありません。） 

受給対象者 

① 

② 

③ 

 

身体障害者手帳１級または２級の方（単独等級） 

療育手帳の交付を受けている方 

精神保健福祉手帳の交付を受けている方 

※視覚障害により移動に著しい困難を有する方は、介護給付の「同行援護」

を優先的にご利用ください。 

手続及び 

利用方法 
利用方法等に一定の条件がありますので、詳細については、お問合せください。 

協定事業所 
市障害福祉課ホームページを参照してください。 

※インターネットに接続できる環境のない方は、障害福祉課までお問合せください。 

 

 

窓口 

障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

 

 

 

      市ホームページはこちら 

  ※※おお手手続続ききにに際際ししててママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））のの提提示示がが必必要要でですす。。巻巻末末ののごご案案内内ををごご覧覧くくだだささいい。。 

 

 

 

 

つくば市障害者日中一時支援事業の協定事業者から、介護対象者が日中一時預かりサービスの提供を受けた

場合に、市が定める範囲内で助成金を支給する事業です。 

■日中一時預かりサービス：施設等において一時的に障害者等を預かり、その介護を行うサービスです。

（※宿泊を伴わないものに限ります。） 

 

 

受給対象者 

 

 

次のいずれかに該当する介護対象者を居宅において介護している方 

① 

② 

 

③ 

障害福祉サービスの短期入所の支給決定を受けている方 

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けてい

る18歳未満の方 

医師の診断書により心身に障害があると認められる18歳未満の方 

手続及び 

利用方法 
利用方法等に一定の条件がありますので、詳細については、お問合せください。 

協定事業所 
市障害福祉課ホームページを参照してください。 

※インターネットに接続できる環境のない方は、障害福祉課までお問合せください。 

 

 

窓口 

障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

 

 

       

      市ホームページはこちら 

  ※※おお手手続続ききにに際際ししててママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））のの提提示示がが必必要要でですす。。巻巻末末ののごご案案内内ををごご覧覧くくだだささいい。。 

 

○○  日日中中一一時時預預かかりりササーービビスス利利用用費費のの助助成成                                

○○  移移動動支支援援ササーービビスス利利用用費費のの助助成成                                      
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内容 地域活動支援サービス  
18 歳以上の身体障害及び知的障害のある方を対象に創作的

活動または生産活動の機会の提供及び社会との交流促進等の

サービスを実施します。 

手続及び利用方法  障害者地域支援室・各福祉支援センターにお問合せください。 

 

 

■各センターの実施概要                    開所時間    ９時～17 時 

                              事業実施時間  ９時～16 時 

センター名 実施サービス及び事業 定員/日 所在地・電話・FAX 

福祉支援 

センターやたべ 
地域活動支援サービス 30 名 

つくば市台町 1-2-2 

電話 837-1188  FAX838-2764 

 

 

 

 

 

センター名 実施サービス及び事業 定員/日 所在地・電話・FAX 

つくばライフ 

サポートセンター 

みどりの 

地域活動支援サービス 25 名 
つくば市みどりの 1-32-9 

電話 836-7200 FAX836-7204 

 

 

 

 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方、または、認知症の方な

ど援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方々が、周囲の方に配慮を必要と

していることを知らせることで、援助を得やすくするよう、作成されたマークです。 

対象者 

市内在住の方で義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初

期の方、または、認知症の方など援助や配慮を必要としていることが外見からは

分かりにくい方。 

必要書類等 ヘルプマーク申請書 

窓口 障害者地域支援室  電話 029-883-1111（代） 

 

 

 

 

障害者世帯等に対し、その経済的自立及び生活意欲の助長促進を図るために資金の貸付を行います。 

 

貸付目的 

 

資金の貸付と合わせて必要な相談支援を行うことにより、安定した生活が送れるよ

うにするための貸付制度です。資金の種類により貸付要件は異なり、申請後に審査

があります。まずはご相談ください。 

窓口 つくば市社会福祉協議会 生活支援係 電話 029-879-5500 

 

 

 

 

○○  つつくくばば市市「「福福祉祉支支援援セセンンタターー」」                                      

○○  茨茨城城県県生生活活福福祉祉資資金金貸貸付付・・小小口口資資金金貸貸付付制制度度                          

○○  ヘヘルルププママーークク・・ヘヘルルププカカーードド                                        

○○  地地域域活活動動支支援援セセンンタターー事事業業                                      
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 福祉サービス等の利用援助や日常的金銭管理等を支援する事業です。 

 

対象者 

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な方で、日常生活を営む

上で必要となる事項について、自己の判断で適切に行うことが困難であると認められる

方であって、かつ支援計画に定める援助にかかる契約の内容について判断し得る能力を

有していると認められる方。 

内容 福祉サービス等の利用援助、生活費の払戻し等日常的金銭管理、書類等の預かり 

 

利用料 

 

・福祉サービス等利用援助及び日常的金銭管理：１回１時間あたり1,500円 

・書類等預かりサービス：月額500円 

※相談は無料 

※生活保護受給の方は、利用料無料 

窓口 
社会福祉法人つくば市社会福祉協議会 つくば成年後見センター 

つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎1階 電話 029-879-5511 

 

 

 

 

 

認知症、知的障害、精神障害等により十分な判断ができない方のために、後見人等を選任して本人

の意思決定を支援するとともに、生活や財産等本人の権利を守る制度です。法廷後見制度と任意後

見制度の２種類があります。 
 法定後見制度 任意後見制度 

内容 

認知症や知的障害、精神障害等で判断
能力が不十分な方に対して、家庭裁判
所に選任された後見人等（後見人・保
佐人・補助人）が、本人に代わり財産
管理と施設入所等の法律行為を行う制
度です。家庭裁判所への審判申立てが
必要となります。 

将来、認知症等で判断能力が不十分にな
った場合に備えて、自ら選んだ人（任意
後見人）に、事前に財産管理や生活支援
を依頼したい内容について、事前に定め
る契約（任意後見契約）を公正証書によ
って結んでおく制度です。 

申立て先 
水戸家庭裁判所土浦支部 

土浦市中央 1-13-12 
電話 029-821-4349 

土浦公証役場 

土浦市富士崎 1-7-21 和光ビル４階 

電話 029-821-6754 

相談窓口 

社会福祉法人つくば市社会福祉協議会 つくば成年後見センター 
つくば市筑穂 1-10-4 大穂庁舎 1 階     電話 029-879-5511 
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート茨城支部 
水戸市五軒町 1-3-16 茨城司法書士会館内  電話 029-302-3166 
一般社団法人茨城県社会福祉士会 権利擁護･成年後見センター ぱあとなあいばらき 
水戸市千波町 1918 セキショウ・ウェルビーイング福祉会館５階  

電話 029-244-9030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○  成成年年後後見見制制度度                                              

○○  日日常常生生活活自自立立支支援援事事業業                                            
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○○  ああんんししんん生生活活支支援援ササーービビスス                                          

お元気なうちに、認知症等のため判断能力が低下して生活に支障が生じた場合に備え、定期訪問

や個別サービスを行う「見守り契約、財産管理契約」、亡くなった後の本人の希望を実現する

「死後事務委任契約」について、判断能力が低下した時に支援する「任意後見契約」とパッケー

ジで提供いたします。 

対象者 
つくば市民で判断能力のあるひとり暮らしの高齢者、もしくは高齢者夫婦世帯、または、

障害のある方 

内容 

① 見守り契約：支援する人が本人と定期的に面談や連絡を行い、本人の生活状況

や健康状況を把握しながら、任意後見の開始時期を判断します。 

② 財産管理契約：本人の財産管理やその他の生活上の事務に対して代理権を設定

し、具体的な管理内容を決めて委任します。 

③ 死後事務委任契約：成年後見人等や任意後見人の職務は、本人の死亡により終

了します。本人が亡くなった後の諸手続き（葬儀、埋葬、家財のー片付け等）

を委任します。 

利用料 

・契約手続き支援料（初回のみ）30,000 円（初回のみ） 

・基本料金見守り活動月額 3,000 円（貸金庫使用料含む） 

・個別サービス利用料/１時間 1,500 円（以降 30 分ごとに 750 円加算） 

※相談は無料 

※別途、公正証書作成料など実費負担あり 

窓口 
社会福祉法人つくば市社会福祉協議会 つくば成年後見センター 

つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎１階 電話 029-879-5511 

  

 

 

 

 

 

意思疎通が困難で、介護者がいない重度障害のある方が入院した場合に、日頃から本人を介護し、本人の

意思を医療従事者に伝えることができるホームヘルパーを医療機関に派遣し、本人と医療従事者との意思

疎通支援を行います。（※身体介護、家事援助等の介護サービスの提供は対象外） 

 

 

 

対象者 

 

 

 

次次のの全全ててににああててははままるる方方 

① 本市に住所がある方 

② 

 

本市の障害福祉サービスの支給決定を受け、居宅介護または重度訪問介護を現に利

用している方 

③ 

 

自力で意思疎通を図ることが困難な者のうち、医療従事者との間でコミュニケー

ション支援が必要な方 

④ 単身世帯の方またはこれに準ずる世帯の方 

利用方法 詳細については、障害福祉課までお問合せください。 

窓口 障害福祉課 電話 029-883-1111（代） 

 

 

 

 

 

 

 

○○  重重度度障障害害者者等等入入院院時時ココミミュュニニケケーーシショョンン支支援援事事業業                    
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平成 25 年６月に災害対策基本法が改正され、災害発生時の避難等に関して特に支援を要する方

の名簿（避難行動要支援者名簿）の作成が市町村に義務付けられました。 

また、この名簿に掲載された方の情報について、平常時から民生委員・児童委員や地域の自主防

災組織などの「避難支援者」に提供し、災害発生時の円滑な避難支援や安否確認に活用すること

になりました。（（※※名名簿簿情情報報がが提提供供さされれるるののはは、、名名簿簿にに掲掲載載さされれるる方方本本人人がが同同意意ををししたた場場合合にに限限

りりまますす。。））  

対象者 

（避難行動要支援者名簿に掲載される方の要件） 

生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方 

① 要介護認定３～５を受けている方 

② 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者（心臓

・じん臓機能障害のみで該当する方を除く） 

③ 療育手帳Ⓐ・Ａを所持する知的障害者 

④ 精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者で、単身世帯の方 

⑤ その他、自ら避難することが困難と市が判断する方 

※各要件に該当する方は、本人の意思を問わず名簿に掲載されます。 

名簿の 

提供 

避避難難行行動動要要支支援援者者名名簿簿にに掲掲載載さされれたた方方本本人人のの同同意意にに基基づづきき、平常時から以下に掲

げる全ての避難支援者に名簿情報を提供します。 

① 消防機関（お住まいの地域の消防団を含む） 

② 警察機関 

③ 民生委員・児童委員（お住まいの地域の委員のみ） 

④ つくば市社会福祉協議会 

⑤ 自主防災組織（お住まいの地域の組織のみ） 

※名簿情報：氏名・年齢・性別・住所・電話番号・避難支援を必要とする理由 

手続き 

「対象者」欄の要件に該当する方は、「個別避難計画書（兼）同意書」に必要事

項を記入（必ず情報提供に関する同意の有無を選択してください）の上、社会福

祉課に提出してください。（※情報提供を希望しない場合もご提出をお願いしま

す｡） 

窓口 社会福祉課  電話 029-883-1111（代） 

  
 
 
高齢や障害などの理由で家庭系ごみをごみ集積所に出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問収
集を行います。 
（※障害者手帳の等級以外の要件もありますので、詳細についてはお問合せください。） 

対象者 

身体障害者手帳のうち視覚障害または肢体不自由の１級、２級または３級 
精神障害者保健福祉手帳１級 
療育手帳ⒶまたはＡ 
※このほか、世帯員も上記または介護保険の認定要件を満たしていること、ごみ出しにつ
いて親族やヘルパーの協力を得ることが困難、福祉サービスを利用することができない等
の要件もあります。 

必要書類 障害者手帳 
窓口 障害福祉課、高齢福祉課 電話029-883-1111（代） 
備考 介護保険の認定を受けている方は窓口が高齢福祉課となります。 

  
  
 

 

○○  「「避避難難行行動動要要支支援援者者名名簿簿」」へへのの掲掲載載とと名名簿簿情情報報のの提提供供                  

○○  高高齢齢者者等等ごごみみ出出しし支支援援事事業業                                      
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二次元バーコード付きの保護支援シールです。あらかじめ登録された方が行方不明になった際、衣類等に

貼った二次元バーコードが読み取られると、家族等へ瞬時に『読み取り通知メール』が届きます。 

発見者とご家族の間では、チャット形式の伝言板で情報交換ができ、お迎えまでのやりとりを迅速に行う

ことができます。 

対象者 

市内在住のおおむね小学生以上で、下記のいずれかの条件を満たしている方 

・療育手帳を所持している方 

・精神障害者保険福祉手帳を所持している方 

・自身の氏名や住所等が伝えられない方（例：失語症等） 

必要書類等 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 

窓口 
障害者地域支援室  ※電子申請でお申込みできます。 

電話 029-883-1111（代） 

 

 

 

 

市民の安全・安心を確保することを目的に、「救急医療情報便」を配布しています。 

「救急医療情報便」に医療情報や緊急時の連絡先などを記入し、専用の封筒に入れ、万―の救急時に備

え、ご自宅の冷蔵庫に貼っておくことで、救急の際に、救急隊・搬送先医療機関等によって、救急医療に

活用されます。 

対象者 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者 

窓口 社会福祉課 電話 029-883-1111（代） 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

○○  つつくくばば市市障障害害児児者者おおででかかけけ見見守守りりシシーールル                              

○○  救救急急医医療療情情報報便便ツツククツツクク見見守守りりたたいい                                  
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